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１ 

 

ロイヤルホールディングス株式会社定款 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第１条 当会社は、江頭匡一を創業者として、１９５０年４月に設立され、商号を 

ロイヤルホールディングス株式会社と称し、英文では ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

と表示する。 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．下記２乃至１１に関する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会

社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること 

２．食堂、喫茶店及び食料品販売店の経営 

３．航空機内食の調製、供給及び搭載 

４．菓子、乳製品、冷菓、パン類、その他の食料品及び飲料の製造及び販売 

５．ホテル及びモーターロッジの経営 

６．煙草、酒類及び雑貨の小売 

７．飲食店業に対する経営指導 

８．建築並びに土木の設計監理及び施工 

９．厨房設備、空調設備及び飲食店用什器・備品の賃貸並びに売買 

10．労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業 

11．損害保険代理業 

12．不動産の売買、賃貸、管理、仲介 

13．有価証券の売買 

14．知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡 

15．前各号に附帯する一切の事業 

 

（本店所在地） 

第３条 当会社は、本店を福岡市に置く。 

 

（機 関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査等委員会 

３．会計監査人 



 

２ 

 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して

行う。 

 

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１２，０００万株とし、各種類の株式の発行可

能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 

普通株式   １２，０００万株 

Ａ種優先株式   ３，０００株 

Ｂ種優先株式   ３，０００株 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって市

場取引等により自己の株式を取得することができる。 

 

（単元株式数） 

第８条 当会社の普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の単元株式数は、１００株

とする。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

２．会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利 

４．次条に定める売渡請求をする権利 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満

株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求する



 

３ 

 

ことができる。但し、当会社がその請求のときに譲渡すべき数の株式を有しない場

合は、この限りでない。 

 

（株式取扱規程） 

第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款に定めのあるも

ののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 

 

（株主名簿管理人） 

第 12条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これ

を公告する。 

③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及

び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 

 

（新株予約権無償割当ての決定機関） 

第 13 条 当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議に

よるほか、株主総会の決議、又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決

議により決定する。 

 

 

第２章の２ 種類株式 

 

（Ａ種優先株式） 

第 13 条の２ 当会社の発行するＡ種優先株式の内容は、次項から第８項に定めるもの

とする。 

② 剰余金の配当 

１．Ａ種優先配当金 

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするとき

は、当該剰余金の配当の基準日（以下、本条において「配当基準日」という。）

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ

種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（Ａ種優先株主と

併せて以下、「Ａ種優先株主等」という。）に対し、第１３条の４第１項に定

める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、第２号に定める額の金銭によ

る剰余金の配当（かかる配当によりＡ種優先株式１株当たりに支払われる金銭

を、以下、「Ａ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ａ種優先配当金に、



 

４ 

 

各Ａ種優先株主等が権利を有するＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満

の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。 

２．Ａ種優先配当金の金額 

Ａ種優先配当金の額は、１，０００，０００円（以下、本条において「払込金

額相当額」という。）に、Ａ種優先配当年率（８．５％とする。）を乗じて算

出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当

該配当基準日が２０２１年１２月末日に終了する事業年度に属する場合は、２

０２１年３月３１日）（同日を含む。）から当該配当基準日（同日を含む。）

までの期間の実日数につき、１年を３６５日（但し、当該事業年度に閏日を含

む場合は３６６日）として日割計算を行うものとする（除算は最後に行い、円

位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）。但し、当

該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日とし

てＡ種優先株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るＡ種

優先配当金の額は、その各配当におけるＡ種優先配当金の合計額を控除した金

額とする。 

３．非参加条項 

当会社は、Ａ種優先株主等に対しては、Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当

金相当額（第４号に定める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、

当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第７５８条第８号ロ若しく

は同法第７６０条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設

分割手続の中で行われる同法第７６３条第１項第１２号ロ若しくは同法第７

６５条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではな

い。 

４．累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種優先株主等に対して行われた１

株当たりの剰余金の配当（当該事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配

当金につき本号に従い累積したＡ種累積未払配当金相当額（以下に定義され

る。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額（当

該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合に

おいて、第２号に従い計算されるＡ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計

算においては、第２号但書の規定は適用されないものとして計算するものとす

る。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度（以下、本号において

「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場

合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会（以下、本号において「不足

事業年度定時株主総会」という。）の翌日（同日を含む。）から累積額がＡ種

優先株主等に対して配当される日（同日を含む。）までの間、不足事業年度の



 

５ 

 

翌事業年度以降の各半期事業年度に係るＡ種優先配当年率で、１年毎（但し、

１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度

の翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の複利計算により算出し

た金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、１年を３６５日（但し、当

該事業年度に閏日を含む場合は３６６日）とした日割計算により行うものとし、

除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五

入する。本号に従い累積する金額（以下、「Ａ種累積未払配当金相当額」とい

う。）については、第１３条の４第１項に定める支払順位に従い、Ａ種優先株

主等に対して配当する。かかる配当が行われるＡ種累積未払配当金相当額に、

各Ａ種優先株主等が権利を有するＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満

の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。 

③ 残余財産の分配 

１．残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主等に対し、第１３条の４

第２項に定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、払込金額相当額に、

Ａ種累積未払配当金相当額及び第３号に定める日割未払優先配当金額を加え

た額（以下、「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本号

においては、残余財産の分配が行われる日（以下、本条において「分配日」と

いう。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日と

した剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基

準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相

当額を計算し、また、第２項第４号に定めるＡ種累積未払配当金相当額の計算

における「累積額がＡ種優先株主等に対して配当される日」を「分配日」と読

み替えて、Ａ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ種残余財産分配額

に、各Ａ種優先株主等が権利を有するＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円未

満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。 

２．非参加条項 

Ａ種優先株主等に対しては、第１号のほか、残余財産の分配は行わない。 

３．日割未払優先配当金額 

Ａ種優先株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度

において、分配日を基準日としてＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定した

場合に、第２項第２号に従い計算されるＡ種優先配当金相当額とする（以下、

本条においてＡ種優先株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優

先配当金額」という。）。 

④ 議決権 

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を



 

６ 

 

有しない。 

⑤ 金銭を対価とする取得請求権 

１．金銭対価取得請求権 

Ａ種優先株主は、償還請求日（以下に定義する。）における分配可能額（会社

法第４６１条第２項に定める分配可能額をいう。以下同じ。）を限度として、

Ａ種優先株主が指定する日（当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。）

を償還請求が効力を生じる日（以下、本条において「償還請求日」という。）

として、償還請求日の１０取引日前までに当会社に対して書面による通知（撤

回不能とする。以下、本条において「償還請求事前通知」という。）を行った

上で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全

部又は一部を取得することを請求すること（以下、本条において「償還請求」

という。）ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るＡ種優先株式を

取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係る

Ａ種優先株式の数に、(i)払込金額相当額並びに(ii)Ａ種累積未払配当金相当

額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種優先

株主に対して交付するものとする。なお、本号においては、第２項第４号に定

めるＡ種累積未払配当金相当額の計算及び上記第３項第３号に定める日割未

払優先配当金額の計算における「累積額がＡ種優先株主等に対して配当される

日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、Ａ種累積未払配

当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において

Ａ種優先株主から償還請求がなされたＡ種優先株式の取得と引換えに交付す

ることとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、

当該各Ａ種優先株主により償還請求がなされたＡ種優先株式の数に応じた比

例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内において

のみ当会社はＡ種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されな

かったＡ種優先株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。 

２．償還請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

３．償還請求の効力発生 

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が第２号に記載す

る償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還

請求事前通知に係る償還請求日において発生する。 

⑥ 金銭を対価とする取得条項 

当会社は、２０２４年３月３１日以降、当会社の取締役会が別に定める日（以下、

本条において「金銭対価償還日」という。）が到来することをもって、Ａ種優先株



 

７ 

 

主等に対して、金銭対価償還日の６０取引日前までに書面による通知（撤回不能と

する。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ａ種

優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下、本条において「金銭対価

償還」という。）ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るＡ種優先株式を取

得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＡ種優先株式の数に、(i)払込金額

相当額並びに(ii)Ａ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額

を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種優先株主に対して交付するものとする。なお、

本項においては、第２項第４号に定めるＡ種累積未払配当金相当額の計算及び第３

項第３号に定める日割未払優先配当金額の計算における「累積額がＡ種優先株主等

に対して配当される日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替え

て、Ａ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭

対価償還に係るＡ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端

数があるときは、これを四捨五入するものとする。なお、Ａ種優先株式の一部を取

得するときは、各Ａ種優先株主がＡ種優先株式を当初引き受けた数に応じて、当初

引き受けた後の事情を考慮して合理的な方法により、取得すべきＡ種優先株式を決

定する。 

⑦ 譲渡制限 

なし。 

⑧ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

１．当会社は、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 

２．当会社は、Ａ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えない。 

３．当会社は、Ａ種優先株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 

（Ｂ種優先株式） 

第 13 条の３ 当会社の発行するＢ種優先株式の内容は、次項から第９項に定めるもの

とする。 

② 剰余金の配当 

１．Ｂ種優先配当金 

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするとき

は、当該剰余金の配当の基準日（以下、本条において「配当基準日」という。）

の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下、「Ｂ

種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（Ｂ種優先株主と

併せて以下、「Ｂ種優先株主等」という。）に対し、第１３条の４第１項に定

める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、第２号に定める額の金銭によ
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る剰余金の配当（かかる配当によりＢ種優先株式１株当たりに支払われる金銭

を、以下、「Ｂ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ｂ種優先配当金に、

各Ｂ種優先株主等が権利を有するＢ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満

の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。 

２．Ｂ種優先配当金の金額 

Ｂ種優先配当金の額は、１，０００，０００円（以下、本条において「払込金

額相当額」という。）に、Ｂ種優先配当年率（２０２６年３月３０日までの期

間においては４．５％とし、２０２６年３月３１日以降の期間においては８．

５％とする。）を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する

事業年度の初日（但し、当該配当基準日が２０２１年１２月末日に終了する事

業年度に属する場合は、２０２１年３月３１日）（同日を含む。）から当該配

当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を３６５日（但し、

当該事業年度に閏日を含む場合は３６６日）として日割計算を行うものとする

（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨

五入する。）。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日

より前の日を基準日としてＢ種優先株主等に対し剰余金を配当したときは、当

該配当基準日に係るＢ種優先配当金の額は、その各配当におけるＢ種優先配当

金の合計額を控除した金額とする。 

３．非参加条項 

当会社は、Ｂ種優先株主等に対しては、Ｂ種優先配当金及びＢ種累積未払配当

金相当額（第４号に定める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、

当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第７５８条第８号ロ若しく

は同法第７６０条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設

分割手続の中で行われる同法第７６３条第１項第１２号ロ若しくは同法第７

６５条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではな

い。 

４．累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日としてＢ種優先株主等に対して行われた１

株当たりの剰余金の配当（当該事業年度より前の各事業年度に係るＢ種優先配

当金につき本号に従い累積したＢ種累積未払配当金相当額（以下に定義され

る。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＢ種優先配当金の額（当

該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合に

おいて、第２号に従い計算されるＢ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計

算においては、上記第２号但書の規定は適用されないものとして計算するもの

とする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度（以下、本号にお

いて「不足事業年度」という。）の翌事業年度以降の事業年度に累積する。こ



 

９ 

 

の場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会（以下、本号において「不

足事業年度定時株主総会」という。）の翌日（同日を含む。）から累積額がＢ

種優先株主等に対して配当される日（同日を含む。）までの間、不足事業年度

の翌事業年度以降の各半期事業年度に係るＢ種優先配当年率で、１年毎（但し、

１年目は不足事業年度定時株主総会の翌日（同日を含む。）から不足事業年度

の翌事業年度の末日（同日を含む。）までとする。）の複利計算により算出し

た金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、１年を３６５日（但し、当

該事業年度に閏日を含む場合は３６６日）とした日割計算により行うものとし、

除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五

入する。本号に従い累積する金額（以下、「Ｂ種累積未払配当金相当額」とい

う。）については、第１３条の４第１項に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株

主等に対して配当する。かかる配当が行われるＢ種累積未払配当金相当額に、

各Ｂ種優先株主等が権利を有するＢ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満

の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。 

③ 残余財産の分配 

１．残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主等に対し、第１３条の４

第２項に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、払込金額相当額に、

Ｂ種累積未払配当金相当額及び第３号に定める日割未払優先配当金額を加え

た額（以下、「Ｂ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本号

においては、残余財産の分配が行われる日（以下、本条において「分配日」と

いう。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該配当基準日を基準日と

した剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基

準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＢ種累積未払配当金相

当額を計算し、また、上記第２項第４号に定めるＢ種累積未払配当金相当額の

計算における「累積額がＢ種優先株主等に対して配当される日」を「分配日」

と読み替えて、Ｂ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ｂ種残余財産分

配額に、各Ｂ種優先株主等が権利を有するＢ種優先株式の数を乗じた金額に１

円未満の端数が生じるときは、当該端数は四捨五入する。 

２．非参加条項 

Ｂ種優先株主等に対しては、第１号のほか、残余財産の分配は行わない。 

３．日割未払優先配当金額 

Ｂ種優先株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度

において、分配日を基準日としてＢ種優先配当金の支払がなされたと仮定した

場合に、第２項第２号に従い計算されるＢ種優先配当金相当額とする（以下、

本条においてＢ種優先株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優
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先配当金額」という。）。 

④ 議決権 

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を

有しない。 

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権 

１．普通株式対価取得請求権 

Ｂ種優先株主は、２０２２年３月３１日以降、２０２６年３月３１日までの期

間、当会社に対して、第２号に定める数の普通株式（以下、「請求対象普通株

式」という。）の交付と引換えに、その有するＢ種優先株式の全部又は一部を

取得することを請求すること（以下、「普通株式対価取得請求」という。）が

できるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るＢ種優先株式を

取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、

当該Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。 

２．Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請

求に係るＢ種優先株式の数に、Ｂ種残余財産分配額を乗じて得られる額を、第

３号及び第４号で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本号にお

いては、第３項第１号に定めるＢ種残余財産分配額の計算のうちＢ種累積未払

配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分

配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「普通株式対価取得請求の効力が

生じた日」と読み替えて、Ｂ種残余財産分配額、Ｂ種累積未払配当金相当額及

び日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るＢ種

優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数

があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第１

６７条第３項に定める金銭の交付は行わない。 

３．当初取得価額 

取得価額は、当初１，６５８．3円とする。 

４．取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を

調整する。 

(ｱ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式に

より取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式に

おける「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数（但

し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普

通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社

が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。 
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調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての

効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日

の翌日）以降これを適用する。 

(ｲ) 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調

整する。 

 

 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。 

(ｳ) 下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって

普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償

割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本号において同じ。）

の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、

合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は当

会社の役員若しくは従業員若しくは当会社の子会社の役員若しくは従業員

を対象とする株式給付信託のために普通株式を発行又は処分する場合、並

びに２０２１年２月１５日付の取締役会決議及び当会社の第７２期（２０

２０年１２月期）に係る定時株主総会決議に基づき発行する場合を除く。）、

次の算式（以下、「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整す

る。取得価額調整式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産

を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取

得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）

の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日

（以下、「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。また、｢発

行済普通株式数｣とは、調整後取得価額を適用する日の前日時点での普通株

式の発行済株式数（当会社が保有する普通株式の数を除く。）をいう。な

お、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、上記の「当会社が保

有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」、

次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が

保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

分割後発行済普通株式数 

分割前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 

併合後発行済普通株式数 

併合前発行済普通株式数 
調整前取得価額 × 調整後取得価額 ＝ 
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(ｴ) 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、

下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たり

の取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は

処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本(ｴ)において

同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本(ｴ)において同じ。）

に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全

てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし､取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算

される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日

以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株

主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわら

ず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していな

い場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分

される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付

されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以

降これを適用する。 

(ｵ) 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株

当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財

産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価

額とする。以下、本(ｵ)において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通

株式１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含

む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合には

その効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は

当該基準日。以下、本(ｵ)において同じ。）に、また株主割当日がある場合

はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得

されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 × 

× 

発行済普通株式数 

１株当たり 

払込金額 

普通株式１株当たりの時価 

発行済普通株式数＋新たに発行する普通株式の数 

新たに発行する 

普通株式の数 
＋ 
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新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の

合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価

額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはそ

の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して

交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後

取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当

該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付された

ものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これ

を適用する。但し、本(ｵ)による取得価額の調整は、第１回新株予約権、及

び当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストッ

ク・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適

用されないものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、以下の(ｱ)乃至(ｳ)のいずれかに該当する

場合には、当会社はＢ種優先株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨

並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知し

たうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

(ｱ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取

得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有

する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の

調整を必要とするとき。 

(ｲ) 取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由

による影響を考慮する必要があるとき。 

(ｳ) その他、発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生

によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで計

算し、その小数第２位を四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額

を適用する日（但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券

取引所（以下、「東京証券取引所」という。）が提供する適時開示情報閲覧サ

ービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日）に先立つ連続

する３０取引日の東京証券取引所が発表する当会社の普通株式の普通取引の

売買高加重平均価格（以下、「ＶＷＡＰ」という。）その平均値（円位未満小

数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、「取

引日」とは、東京証券取引所において当会社の普通株式の普通取引が行われ
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る日をいい、ＶＷＡＰが発表されない日は含まないものとする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価

額との差額が 0.1 円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わな

い。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計

算において斟酌される。 

５．普通株式対価取得請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

６．普通株式対価取得請求の効力発生 

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が第５号

に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記

載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。 

７．普通株式の交付方法 

当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求を

したＢ種優先株主に対して、当該Ｂ種優先株主が指定する株式会社証券保管振

替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記

録を行うことにより普通株式を交付する。 

⑥ 金銭を対価とする取得請求権 

１．金銭対価取得請求権 

Ｂ種優先株主は、償還請求日（以下に定義する。）における分配可能額を限度

として、Ｂ種優先株主が指定する日（当該日が取引日でない場合には翌取引日

とする。）を償還請求が効力を生じる日（以下、本条において「償還請求日」

という。）として、償還請求日の１０取引日前までに当会社に対して書面によ

る通知（撤回不能とする。以下、本条において「償還請求事前通知」という。）

を行った上で、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するＢ種優先

株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下、本条において「償

還請求」という。）ができるものとし、当会社は、当該償還請求に係るＢ種優

先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請

求に係るＢ種優先株式の数に、(i)払込金額相当額並びに(ii)Ｂ種累積未払配

当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、

Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。なお、本号においては、第２項第

４号に定めるＢ種累積未払配当金相当額の計算及び上記第３項第３号に定め

る日割未払優先配当金額の計算における「累積額がＢ種優先株主等に対して配

当される日」及び「分配日」をそれぞれ「償還請求日」と読み替えて、Ｂ種累

積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日

においてＢ種優先株主から償還請求がなされたＢ種優先株式の取得と引換え
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に交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場

合には、当該各Ｂ種優先株主により償還請求がなされたＢ種優先株式の数に応

じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内に

おいてのみ当会社はＢ種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得

されなかったＢ種優先株式については、償還請求がなされなかったものとみな

す。 

２．償還請求受付場所 

株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

３．償還請求の効力発生 

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が第２号に記載す

る償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還

請求事前通知に係る償還請求日において発生する。 

⑦ 金銭を対価とする取得条項 

当会社は、２０２４年３月３１日以降、当会社の取締役会が別に定める日（以下、

本条において「金銭対価償還日」という。）が到来することをもって、Ｂ種優先株

主等に対して、金銭対価償還日の６０取引日前までに書面による通知（撤回不能と

する。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種

優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下、本条において「金銭対価

償還」という。）ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るＢ種優先株式を取

得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るＢ種優先株式の数に、(i)払込金額

相当額並びに(ii)Ｂ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額

を乗じて得られる額の金銭を、Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。なお、

本項においては、上記第２項第４号に定めるＢ種累積未払配当金相当額の計算及び

上記第３項第３号に定める日割未払優先配当金額の計算における「累積額がＢ種優

先株主等に対して配当される日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と

読み替えて、Ｂ種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。ま

た、金銭対価償還に係るＢ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満た

ない端数があるときは、これを四捨五入するものとする。なお、Ｂ種優先株式の一

部を取得するときは、各Ｂ種優先株主がＢ種優先株式を当初引き受けた数に応じて、

当初引き受けた後の事情を考慮して合理的な方法により、取得すべきＢ種優先株式

を決定する。 

⑧ 譲渡制限 

なし。 

⑨ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

１．当会社は、Ｂ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 
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２．当会社は、Ｂ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予

約権の割当てを受ける権利を与えない。 

３．当会社は、Ｂ種優先株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 

（優先順位） 

第 13 条の４ Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累

積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者（以

下、「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積

未払配当金相当額及びＢ種累積未払配当金相当額が第１順位（それらの間では同順

位）、Ａ種優先配当金及びＢ種優先配当金が第２順位（それらの間では同順位）、

普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とする。 

② Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、

Ａ種優先株式に係る残余財産の分配及びＢ種優先株式に係る残余財産の分配を第

１順位（それらの間では同順位）、普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とす

る。 

③ 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当

又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金

の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法によ

り剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。 

 

 

第３章 株主総会 

 

（招 集） 

第 14 条 定時株主総会は、毎年３月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があると

きに随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第 15条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年１２月３１日とする。 

 

（招集権者及び議長） 

第 16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、

取締役会長または取締役社長がこれを招集し、その議長となる。 

② 取締役会長及び取締役社長のいずれにも事故があるときは、あらかじめ取締役会

において定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 
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（株主総会参考書類等の電子提供措置） 

第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報に

ついて、電子提供措置をとるものとする。 

② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部

について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記

載しないことができる。 

 

（決議の方法） 

第 18 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し

た株主の議決権の過半数をもって行う。 

② 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって

行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として議決権を行使

することができる。この場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株

主総会毎に当会社に提出しなければならない。 

 

（種類株主総会） 

第 19 条の２ 第１５条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会につ

いて準用する。 

② 第１６条、第１７条及び第１９条の規定は、種類株主総会について準用する。 

③ 第１８条第１項の規定は、会社法第３２４条第１項の規定による種類株主総会の

決議について、第１８条第２項の規定は、会社法第３２４条第２項の規定による種

類株主総会の決議について、それぞれ準用する。 

 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 

（取締役の員数） 

第 20条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１０名以内とする。 

② 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 

 

（取締役の選任） 



 

１８ 

 

第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主

総会においてこれを選任する。 

② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

④ 当会社は、会社法第３２９条第３項により法令に定める監査等委員である取締役

の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取

締役を選任することができる。 

⑤ 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、当該決

議によって短縮されない限り、当該決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 

 

（取締役の任期） 

第 22 条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

③ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査

等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期が満了する

時までとする。 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の中から代表取締役を選定する。 

② 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中

から取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若

干名を選定することができる。 

 

（取締役会の権限） 

第 24 条 取締役会は、法令又は本定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執行

を決定する。 

 

（取締役への重要な業務執行の決定の委任） 

第 25条 当会社は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、取締役会の決議に

よって、重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部

又は一部を取締役に委任することができる。 
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（取締役会の招集権者及び議長） 

第 26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集

し、その議長となる。 

② 取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役社長が、取締役社長にも事故が

あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれに当

たる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 27 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の３日前までに発するものと

する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催する

ことができる。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第 28 条 当会社は、会社法第３７０条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があ

ったものとみなす。 

 

（取締役会規程） 

第 29 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款に定めのあるもののほか、取締役

会において定める取締役会規程による。 

 

（取締役の報酬等） 

第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上

の利益（以下、「報酬等」という。）は、監査等委員である取締役の報酬等とそれ

以外の取締役の報酬等とを区別して、株主総会の決議によってこれを定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第 31条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、

同法第４２３条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の任務を怠ったこと

による損害賠償責任を、法令が定める限度において免除することができる。 

② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等で

あるものを除く。）との間に、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が

定める最低責任限度額とする。 
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第５章 監査等委員会 

 

（監査等委員会） 

第 32 条 監査等委員会は、法令に定めのある事項を決定するほか、その職務遂行のた

めに必要な権限を行使する。 

 

（常勤の監査等委員） 

第 33 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができ

る。 

 

（監査等委員会の招集通知） 

第 34 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の３日前までに発す

るものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開

催することができる。 

 

（監査等委員会規程） 

第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めのあるもののほか、監

査等委員会において定める監査等委員会規程による。 

 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の選任） 

第 36条 会計監査人は、株主総会においてこれを選任する。 

 

（会計監査人の任期） 

第 37 条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 前項の定時株主総会において別段の決議がされないときは、当該定時株主総会に

おいて再任されたものとする。 

 

  



 

２１ 

 

第７章 計  算 

 

（事業年度） 

第 38条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から１２月３１日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当） 

第 39 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年１２月３１日の最終の株主名簿に

記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当として剰余金の配当を行うこ

とができる。 

② 前項のほか、取締役会の決議によって、毎年６月３０日の最終の株主名簿に記

録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当として剰余金の配当を行うこ

とができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第 40 条 期末配当金及び中間配当金が、その支払開始の日から満３年を経過しても受

領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。 

 

 

附則 

 

（取締役の責任免除に関する経過措置） 

第１条 当会社は、平成２８年３月開催の第６７期定時株主総会終結前の行為に関する

会社法第４２３条第１項に定める取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償

責任を、各監査等委員の同意を得て、法令の限度において、取締役会の決議によっ

て免除することができる。 

 

（監査役の責任免除に関する経過措置） 

第２条 当会社は、平成２８年３月開催の第６７期定時株主総会終結前の行為に関する

監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第４２３条第１項の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 

② 平成２８年３月開催の第６７期定時株主総会終結前の監査役（監査役であった

者を含む。）の行為に関する会社法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する

契約については、なお、同定時株主総会の決議による変更前の定款第３９条第２

項の定めるところによる。 

 

第３条 現行定款第１７条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）



 

２２ 

 

の削除及び変更案第１７条（株主総会参考書類等の電子提供措置）の新設は、会社

法の一部を改正する法律（令和元年法律第７０号）附則第１条ただし書きに規定す

る改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 

② 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株

主総会については、現行定款第１７条はなお効力を有する。 

③ 本条は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を

経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 


